
 
 
大里広域市町村圏組合監査委員公告第１号 

 
令和７年度定例監査の結果に基づき、管理者から措置を講じた旨の通知があった

ので、地方自治法第１９９条第１４項の規定により別添のとおり公表する。 

 
 
  令和８年２月２日 

 
 
       大里広域市町村圏組合代表監査委員 富 井 晴 夫 

 
       大里広域市町村圏組合監査委員   原 口   孝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和７年度定例監査指摘事項等措置報告書 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

１ 収入事務 

⑴ 現金領収書の欠番が認められ

た。【介護保険課】 
 

２ 支出事務 

⑴ 指摘事項なし  
 

３ 契約事務 

⑴ 監査資料「施行事業概況表」にお

いて、随意契約理由を示す根拠規定

に記載誤りが認められた。【業務課】    

 
４ 財産管理 

⑴ 指摘事項なし 
 

５ その他 

⑴ 文書管理事務に関して、「文書収

受発送件名簿」の公印使用日欄に未

記載が認められた。 

【総務課・業務課】 

１ 収入事務 

 ⑴ 書き損じた現金領収書は廃棄せ

ず保管することを改めて周知する

とともに、日次処理の際、現金領収

書の連番に抜けがないことを確認

することとした。【介護保険課】 

 

３ 契約事務 

 ⑴ 随意契約理由の選定において、

契約の内容及び根拠規定の確認を十

分に行い、読み合わせ等の実施によ

り誤記をなくす。 

【業務課】 

 

 

５ その他 

⑴ 公印使用の際には、文書収受発送

件名簿に確実に必要事項を記入し、

公印を管理している総務課と確認

の上で使用するものとする。 

【総務課・業務課】 

 

 

 


